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電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証（情報通信審議会への諮問）

諮問の概要

 ２０１８年９月に電気通信事業政策部会での議論を希望。

 ２０１９年６月を目途に中間答申、同年１２月を目途に最終答申を希望。

 平成２７年の電気通信事業法等の一部を改正する法律において、法律の施行（平成２８年５月２１日）から３年後にその施行状況に

ついて検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとされている。

 情報通信を取り巻く環境が抜本的に変化していく中で、これまでのネットワーク構造やサービスを前提とした電気通信事業分野

における競争ルールや基盤整備、消費者保護等の在り方についての見直しが急務となってきている。

 以上のような大きな変化に迅速かつ柔軟に対応するため、平成27年改正法の施行状況を含め、これまでの政策について包括

的に検証した上で、2030年頃を見据えた新たな電気通信事業分野における競争ルール等について諮問を行う。
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スケジュール

答申を希望する事項

（１） 通信ネットワーク全体に関するビジョン

（２） 通信基盤の整備等の在り方

（３） ネットワーク中立性の在り方

（４） プラットフォームサービスに関する課題への対応の在り方

（５） モバイル市場の競争環境の確保の在り方

（６） 消費者保護ルールの在り方

（７） その他必要と考えられる事項



情報通信を取り巻く環境の変化 2

（出典）情報通信審議会 新世代モバイル通信システム委員会（第10回）事務局資料、電話網移行円滑化委員会（第36回）NTT東日本・西日本資料、
情報通信審議会 「IoT／ビッグデータ時代に向けた新たな情報通信政策の在り方」第二次中間答申（概要）、日経新聞記事を基に総務省作成

 情報通信は、我が国の経済・社会活動の基盤として重要な役割を果たしており、2020年から2030年にかけて、5G（第5世代
移動通信システム）の進展、ネットワークのＩＰ化や仮想化の進展といった技術革新、プラットフォームサービスの拡大等の市場
構造の変化等により、大きな環境変化が見込まれている。

５Ｇの進展

ネットワーク仮想化（ＳＤＮ、ＮＦＶ）の進展

ＩＰ化の進展

プラットフォーマーの事業拡大

ＮＴＴ東西のＩＰ網への移行（イメージ）

（参考）日本のＩＣＴ企業

主なＩＣＴ企業の時価総額（単位：兆円）
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利用者

コアネットワーク

プラットフォーム
（アプリケーション）

アクセス回線

 消費者保護ルールの在り方

サービスの多様化・複雑化を踏まえ、消費者保護ルールの在り方について検討する。

 通信ネットワーク全体に関するビジョン

2030年頃に実現が見込まれる通信ネットワークの未来像を踏まえ、電気通信事業政策の在り方を包
括的に検討する。

 通信基盤の整備等の在り方

モバイル化の進展、IP網への完全移行や光化の一層の進展を視野に入れ、通信基盤の整備の在り
方やユニバーサルサービスの対象・確保手段等について検討する。

 ネットワーク中立性の在り方

プラットフォーム事業者を含む関係者間のネットワークに係る費用負担や利用の公平性についての
ルールの在り方、利用者に対する透明性の確保の在り方等について検討する。

 プラットフォームサービスに関する課題への対応の在り方

通信の秘密の保護等の観点から、利用者情報の適切な取扱いを確保するための方策等について検
討する。

 モバイル市場の競争環境の確保の在り方

多様なニーズに対応するMVNOの役割増大が見込まれていること等を踏まえ、MNOによるMVNOへの
ネットワーク提供条件の同等性・透明性の確保に係る方策等について検討する。

 その他必要と考えられる事項



（参考）平成２７年電気通信事業法改正の３年後見直しについて

○電気通信事業法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２６号。平成２８年５月２１日施行） 附則第９条

（検討）
第九条 政府は、この法律の施行後三年（平成３１年５月２１日）を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の
状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（参考）平成２７年電気通信事業法改正の改正事項

１ 電気通信事業の公正な競争の促進

２ 電気通信サービスの利用者の保護

 光回線の卸売サービス等に関する制度整備
・公正な競争環境の下で、異業種の新規参入等による多様なサービス展開を実現するため、光回線の卸売サービス等に事後届出制等を導入

 禁止行為規制の緩和
・様々な業種との連携を可能とし、ＩｏＴ等の多様な新サービス・新事業を創出するため、移動通信市場の禁止行為規制を緩和

 携帯電話網の接続ルールの充実
・ＭＶＮＯの迅速な事業展開を可能とし､移動通信市場の競争促進を図るため､主要事業者の携帯電話網の接続ルールを充実

 電気通信事業の登録の更新制の導入（合併・株式取得等の審査）
・主要事業者が、他の主要事業者等と合併・株式取得等する場合、公正競争に与える影響等を審査するため、登録の更新を義務付け

 書面の交付・初期契約解除制度の導入
・契約内容を容易に確認できるよう、契約締結書面の交付を義務付けるとともに、一定期間、相手方の合意なく契約解除できる制度を導入

 不実告知等の禁止
・料金などの利用者の判断に影響を及ぼす重要な事項の不実告知や事実不告知を禁止

 勧誘継続行為の禁止
・勧誘を受けた者が契約を締結しない旨の意思を表示した場合、勧誘を継続する行為を禁止

 代理店に対する指導等の措置
・代理店による契約締結に関する業務が適切に行われるようにするため､電気通信事業者に対し、代理店への指導等の措置を義務付け

３ ドメイン名の名前解決サービスに関する信頼性等の確保

 ドメイン名の名前解決サービスに関する信頼性等の確保
・大規模な事業者等に対し､電気通信事業の届出、管理規程の作成・届出、会計の整理・公表等を義務付け
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